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す
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す
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す
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す
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す
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整
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規
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の
一
部
改
正
…
…
…
…
…（
総
務
局
人
事
部
制
度
企
画
課
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○
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規

則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規
則
第
五
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
の
見
出
し
を
「
（
健
康
管
理
休
暇
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
生
理

休
暇
」
を
「
健
康
管
理
休
暇
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
本
文
中
「
六
月
」
を
「
一
年
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
月
」
を
「
一

年
」
に
、
「
百
八
十
日
」
を
「
三
百
六
十
五
日
」
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
介
護
時
間
取
得
の
初
日
か
ら
連
続
す
る
三
年
の
期
間
内
に
お
い
て
」

を
「
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
に
つ
い
て
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６

介
護
時
間
の
申
請
は
、
要
介
護
者
の
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
に
つ
い
て
、
最
初

の
介
護
時
間
を
取
得
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
「
当
初
取
得

期
間
」
と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
申
請
に
係
る
介
護
時
間
取
得
の
初
日
の
前
日
ま

で
に
、
当
初
取
得
期
間
経
過
後
の
一
会
計
年
度
ご
と
の
期
間
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
申
請
に

係
る
介
護
時
間
取
得
の
初
日
の
一
年
前
か
ら
同
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
第
六
号
様

式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
中
「６

月

」
を
「１

年

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以

下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
に
規
定
す
る
健
康
管
理
休
暇
、
改
正
後
の
規
則
第

二
十
七
条
に
規
定
す
る
介
護
休
暇
及
び
改
正
後
の
規
則
第
二
十
七
条
の
二
に
規
定
す
る
介
護
時
間
の

請
求
等
は
、
改
正
後
の
規
則
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
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す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を

加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
一
号

会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
七
項
第
二
号
た
だ
し
書
中
「
傷
病
を
原
因
と
す
る
欠
勤
（
公
務
災
害
等
の
認
定
を
受
け
た

欠
勤
を
除
く
。
）
及
び
」
を
削
る
。

別
表
傷
病
欠
勤
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
二
号

職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
中
「
一
七
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
二
二
、
二
〇
〇

円
」
を
「
二
二
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
三
〇
、
九
〇
〇
円
」
を
「
三
一
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
三
九
、

二
〇
〇
円
」
を
「
四
〇
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
三
九
、
四
〇
〇
円
」
を
「
四
〇
、
七
〇
〇
円
」
に
、

「
三
五
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
六
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
、
二
〇
〇
円
」
に
、

「
三
、
五
〇
〇
円
」
を
「
三
、
六
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に

関
す
る
規
則
（
以
下
「
改
正
後
の
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。

２

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正

前
の
職
員
の
給
料
の
調
整
額
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
既
に
支
給
さ
れ
た
給
料
の
調
整
額
は
、

改
正
後
の
規
則
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
調
整
額
の
内
払
と
み
な
す
。

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
三
号

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
域
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
東
京
都
規
則
第
百
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
表
中
「
百
分
の
八
」
を
「
百
分
の
十
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
の
表
及
び
附
則
第
十
一
項
の
表
中

「
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
九

」
を

「
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
九

に
改
め
る
。

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

百
分
の
十
二

」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子
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◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
四
号

職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
年
東
京
都
規
則
第
四
百
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
ニ
及
び
ホ
並
び
に
同
項
第
二
号
ニ
及
び
ホ
並
び
に
同
条
第
二
項
第
一
号
ニ
及

び
ホ
並
び
に
同
項
第
二
号
ニ
及
び
ホ
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
五
号

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

東
京
都
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
東
京

都
規
則
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
二
十
七
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
中
「
第
三
十
五
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
三
十
五
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
第
五
十
五
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
五
十
五
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
中
「
第
八
十
二
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
中
「
第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
八
十
九
条
第
一
項
第
五
号
」
に
、
「
第
八

十
九
条
第
三
号
」
を
「
第
八
十
九
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
中
「
第
九
十
条
第
五
号
」
を
「
第
九
十
条
第
一
項
第
七
号
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
八
十
六
号

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
中
央
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
規
則
第
二
百
七
十
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
食
品
等
持
続
的
供
給
法
に
係
る
公
表
）

第
十
条
の
二

条
例
第
二
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適

切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

◉
東
京
都
訓
令
第
五
十
一
号

庁

中

一

般

支

庁

事

業

所

収
用
委
員
会
事
務
局

労
働
委
員
会
事
務
局

給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
二
年
東
京
都
訓
令
甲
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

別
表
第
一
本
庁
の
項
中
「
又
は
区
分
十
一
」
、
「
（
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
区
分
十

一
）
」
、
「
又
は
区
分
十
二
」
及
び
「
（
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
区
分
十
二
）
」
を
削

り
、
同
表
本
庁
行
政
機
関
及
び
地
方
行
政
機
関
の
項
中
「
（
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
区
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分
十
一
）
」
、
「
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
区
分
十
二
」
、
「
又
は
区
分
十
二
」
及
び

「
（
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
区
分
十
二
）
」
を
削
り
、
同
表
東
京
都
収
用
委
員
会
事
務

局
の
項
中
「
（
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
区
分
十
一
）
」
、
「
又
は
区
分
十
二
」
及
び

「
（
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
区
分
十
二
）
」
を
削
り
、
同
表
東
京
都
労
働
委
員
会
事
務

局
の
項
中
「
（
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
区
分
十
一
）
」
、
「
又
は
区
分
十
二
」
及
び

「
（
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
区
分
十
二
）
」
を
削
り
、
同
表
東
京
都
職
員
共
済
組
合
の

項
中
「
（
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
区
分
十
一
）
」
及
び
「
又
は
区
分
十
二
」
を
削
る
。

別
表
第
二
及
び
別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
訓
令
第
五
十
二
号

庁

中

一

般

事

業

所

宿
日
直
手
当
支
給
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
東
京
都
訓
令
甲
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
四
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
の
表
中
「
六
、
一
〇
〇
円
」
を
「
六
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
七
〇
〇
円
」
を
「
六
、
九

〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
宿
日
直
手
当
支
給
規
程
（
以
下
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
の

規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
の
日
か
ら
始
ま
る
宿
日
直
勤
務
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
、
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正

前
の
宿
日
直
手
当
支
給
規
程
の
規
定
に
よ
り
既
に
支
給
さ
れ
た
宿
日
直
手
当
は
、
改
正
後
の
規
程
の

規
定
に
よ
る
宿
日
直
手
当
の
内
払
と
み
な
す
。
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